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坂井市上下水道施設にかかる開発行為等に関する指導基準 

平成２４年３月６日 

公営企業告示第４号 

第１章 総則 
 

（目的) 

第１条 この基準は、坂井市開発行為等に関する指導要綱（平成１８年３月２０日告示第

１５５号、以下「指導要綱」という。）第１４条第２項及び第１５条第２項第

３号に規定する指導基準で、開発行為等を行う事業者に対し、上下水道施設の

適正な整備の指導を目的とする。  

 

第２章 上水道施設（要綱第１４条） 

 

（事前協議） 

第２条 事業者は、開発区域の給水計画について、坂井市公営企業管理者 (公営企業管理

者の権限を持つ市長を含む。以下「管理者」という。）と事前に協議しなければならない。

なお、計画に変更があった場合も同様とする。前記の協議は、「開発行為等給水協議書」(水道

様式第１号)をもって行う。 

 

（水道施設の計画） 

第３条 水道施設を計画するにあたっては、開発区域の規模、地形の状況、予定建築物の用途

ならびに敷地の規模および配置等を勘案し、予想される水需要を十分満足する能力を有する

水道施設を計画すること。 

 

（設計施工） 

第４条 開発区域内および区域内給水に必要な連絡管等の水道施設の設計施工は、原則として

事業者が行うものとする。ただし、市と事業者の協議により市が設計、施工を行う場合は、

事業者はその費用を負担するものとする。 

 

（計画設計基準） 

第５条 計画設計基準は、「水道施設設計指針・解説」（社団法人日本水道協会発行）および市

が別に示す設計基準に基づくものとするが、その他特記すべき基準は次のとおりとする。 

（１） 既設管より開発区域へ分岐する配水管は、維持管理を考慮して２箇所以上にて取り出

し管網とすることを原則とする。ただし、地形上および周囲の状況により、これにより

がたい場合は、管理者と協議のうえ決定する。 

（２） 仕切弁、排泥弁の配置については、断水等の維持管理を十分に考慮し、管理者と協議

のうえ決定する。 

（３） 計画地盤高に対する管の最小土被りは、原則として０．８ｍとする。 

（４） 給水口径は、φ２０mm 以上を原則とする。 

（５） 配水管の配置 

    配置については、次に掲げる事項に配慮すること。 

  １） 埋設位置は、公道を原則とする。 
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  ２） 布設位置は路肩より（歩道がある場合は歩道内）を原則とし、給水戸数の多い側へ布

設すること。 

  ３） 他の埋設物（下水道管およびガス管等）の計画がある場合は、維持管理面を考慮して

埋設物の管理者と十分協議のうえ埋設位置を決定する。 

（６） 給水管は、区画ごとに配水管より直角に引き込むものとし、他の区画（私有地）を経

由して給水しないこと。 

（７） 量水器BOXの設置位置は、官民境界より民地側１ｍ以内とし検針業務の容易な箇所で、

かつ破損するおそれのない位置を選択すること。 

 

（費用負担） 

第６条 費用負担は、下記のとおりとする。 

（１） 開発区域内の水道施設および区域内給水に必要な連絡管等の水道施設について、その

整備に必要な費用（設計、工事費等）は、原則として事業者が負担するものとする。 

（２） 市との協議により事業者が水道施設の設計施工を行わない場合（市が行う場合）は、

事業者は管径等の増大を伴わない工事費、設計委託料および事務費を負担するものとし、

事務費の算定方法は次のとおりとする。 

   ※工事費および設計委託料の合計額に下記の割合を乗じたものを事務費とする。 

① 1,000万円以下の金額に対して・・・・・・・・・・  5.5% 

② 1,000万円を超え３,000万円以下の金額に対して ・・ 3.5% 

③ 3,000万円を超え3億円以下の金額に対して・・・・・ 2.5% 

④ 3億円を超える金額に対しては別途 

（３） 事業者は、給水口径に応じて次に掲げる加入金を市が指定する期日までに納入するこ

と。 

 加  入  金 （税抜）  

 給水口径（㎜） 金 額 （円）  

 φ１３  ６０，０００  

 φ２０ １００，０００  

 φ２５ １６０，０００  

 φ３０ ２４０，０００  

 φ４０ ４００，０００  

 φ５０ ６００，０００  

 φ７５ １，６００，０００  

 φ１００以上 市長が別に定める  

（４） 事業者は、審査・検査手数料および路面本復旧費を市が指定する期日までに納入する

こと。 

 

（施工および施工管理） 

第７条 施工および施工管理は、下記のとおりとする。 

（１） 水道施設の施工および施工管理は、原則として「上水道工事標準仕様書」および「福

井県土木工事施工管理基準」に基づくものとする。ただし、市監督職員が指示する場合
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はこれに従うこと。 

（２） 中間の立会検査については市監督職員が行うものとし、その頻度については市監督職

員の指示に従うものとする。 

（３） 水道施設の施工は、坂井市指定給水装置工事事業者であり、かつ、坂井市指名競争入

札参加資格基準に合致している事業者が施工しなければならない。 

 

（申請の手続き） 

第８条 事業者は事前協議の結果、給水を受けることとなった場合は、すみやかに関係書類を

添付して「上水道加入申請書」（水道様式第２号）を提出すること。 

 

（協定書） 

第９条 事業者と管理者は、設計および施工の区分、負担金等の額、納付時期および特記すべ

き事項を明記した「開発行為給水協定書」を開発行為等の申請前に取り交わすものとする。 

 

（工事の完了） 

第１０条 事業者は、完成検査希望日の１４日前までに、「上水道施設工事完了届」（水道様

式第３号）を提出するとともに、完成検査を受けなければならない。なお、完成検査につい

ては、市検査職員が行うものとし、指定した方法により水圧検査等を行なわなければならな

い。 

 

（提出書類） 

第１１条 提出書類は、下記のとおりとする。 

（１） 事業者は、竣工図書として坂井市上水道事業に準ずる調書等を作成し、完成検査時に

承認を得ること。 

（２） 事業者は、水道施設を施工するために要した工事金額を記載した「工事精算金額明細書」

（水道様式第５号）を提出すること。 

 

（水道施設の移管） 

第１２条 水道施設の移管は、下記のとおりとする。 

（１） 事業者が開発区域の水道施設の市への移管を希望するときは、寄附採納とし、「上水

道施設の寄附採納願」（水道様式第４号）を完成検査合格後、市の指定する期日に提出

すること。なお、これをもって管理を引き継ぐものとする。 

（２） 完了した水道施設が事業者の所有地（権利地）にある場合は、「上水道施設にかかる

承諾書」（水道様式第６号）を提出すること。 

（３） 市は、工事完了後引渡しを受けた工事目的物について、２年間申請者に対して瑕疵の補

修またはその補修にかえ、もしくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただ

し、その瑕疵が故意または重大な過失により生じた場合は１０年とする。 



 

 - 4 - 

第３章 下水道施設（要綱第１５条） 

 

（事前協議） 

第１３条 事業者は、開発区域の下水（汚水）処理計画について、管理者と事前に協議すること。

なお、計画に変更があった場合も同様とする。前記の協議は、「開発行為等下水道協議書」(下

水道様式第１号)をもって行う。 

 

（下水道施設の計画） 

第１４条 前項の協議の結果、開発区域の下水（汚水）を坂井市公共下水道に流入することにな

った場合は、開発区域の規模、地形の状況、予定建築物の用途ならびに敷地の規模および配置等

を勘案し、予想される下水量を十分満足する能力を有する下水道施設を計画すること。 

 特に、管路施設、ポンプ施設および処理施設が、坂井市公共施設と容易に接続でき、将来とも

維持管理に支障をきたさないよう配慮すること。 

 

（公共下水道へ流入させる範囲） 

第１５条 公共下水道へ流入させる範囲は、下記のとおりとする。 

（１） 下水道整備済区域 

   原則として、公共下水道へ流入させるものとする。 

（２） 下水道整備済区域に隣接する区域 

   開発区域が下水道整備済区域に隣接している場合、市と事業者が協議し決定するものとす

る。なお、公共下水道に流入させる場合、福井県下水道公社との協議については市が行うも

のとする。 

（３） その他の場合 

   別途協議のうえ決定する。 

 

（設計施工） 

第１６条 開発区域内および下水道整備済区域に接続する連絡管等の下水道施設の設計施工は、

原則として事業者が行うものとする。ただし、市と事業者の協議により市が設計、施工を行う

場合は、事業者はその費用を負担するものとする。 

 

（計画設計基準） 

第１７条 「下水道施設設計指針と解説」（社団法人日本下水道協会発行）および市が別に示す

設計基準に基づくものとするが、その他特記すべき基準は次のとおりとする。 

（１） 下水の排除方式は、分流式とし自然流下を原則とする。 

（２） 計画汚水量の算定は、本市の下水道認可計画によるものとし、市担当者と十分協議のう

え決定すること。 

（３） 計画地盤高に対する管渠の最小土被りは、原則として１．２ｍとする。 

（４） 使用する管種は、市監督職員と協議して決定するものとする。 

（５） マンホールおよび公共汚水桝については、市と協議し使用すること。 

（６） 下水道管の配置 

    配置については、次に掲げる事項に配慮すること。 
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  １） 埋設位置は、公道を原則とする。 

  ２） 布設位置は、汚水桝設置数の多い側へ布設する。 

  ３） 他の埋設物（水道管およびガス管等）の計画がある場合は、維持管理面を考慮して埋

設物の管理者と十分協議のうえ埋設位置を決定する。 

（７） 取付管は、区画ごとに本管より直角に引き込むものとし、他の区画を経由しないこと。

また、最上流取付管はマンホール直付で計画すること。 

（８） 公共汚水桝の設置位置は、官民境界より民地側１ｍ以内を原則とし、維持管理が容易で、

かつ破損するおそれのない位置を選択すること。 

（９） やむを得ず圧送方式で計画する場合は、市とマンホールポンプ等の位置、規格および維

持管理費等について、協議すること。 

 

（費用負担） 

第１８条 費用負担は、下記のとおりとする。 

（１） 開発区域および下水道整備済区域に接続する連絡管等の下水道施設について、その整備

に必要な費用（設計、工事費等）は、原則として事業者が負担するものとする。 

（２） 市との協議により事業者が下水道施設の設計施工を行わない場合（市が行う場合）は、

工事費、設計委託料および事務費を負担するものとし、事務費の算定方法は次のとおり

とする。 

   ※工事費および設計委託料の合計額に下記の割合を乗じたものを事務費とする。 

① 5,000万円以下の金額に対して・・・・・・・・・6.5% 

② 5,000万円を超え1億円以下の金額に対して ・・・5.5% 

③ 1億円を超え3億円以下の金額に対して ・・・・・3.5% 

④ 3億円を超える金額に対しては別途 

 

（施工および施工管理） 

第１９条 施工および施工管理は、下記のとおりとする。 

（１） 下水道施設の施工および施工管理は、原則として「公共下水道工事標準仕様書」および

「福井県土木工事施工管理基準」に基づくものとする。ただし、市監督職員が指示する場

合はこれに従うこと。 

（２） 中間の立会検査については市監督職員が行うものとし、その頻度については市監督職員

の指示に従うものとする。 

（３） 下水道施設の施工は、坂井市指名競争入札参加資格基準に合致している事業者が施工し

なければならない。 

 

（申請の手続き） 

第２０条 申請の手続きは、下記のとおりとする。 

（１） 事業者は事前協議の結果、下水道施設を施工することとなった場合は、すみやかに関係

書類を添付して次の書類を提出すること。 

１） 「開発行為等に伴う下水道施設の許可申請について」（下水道様式第２号） 

２） 「公共下水道物件設置許可申請書」（下水道様式第３号） 

３） 「公共下水道施設工事施行承認申請書」(下水道様式第５号) 
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（２） 管理者は、前項の申請を承認した場合は、次の許可証および承認書を交付するものとす

る。 

１） 「公共下水道物件設置許可書」（下水道様式第４号） 

２） 「公共下水道施設工事施行承認書」(下水道様式第６号) 

（３） 前項の承認をうけた事業者は工事施工前までに、「誓約書」（下水道様式第７号）を提

出しなければならない。 

 

（協定書） 

第２１条 事業者と管理者は、設計および施工の区分、負担金等の額、納付時期および特記す

べき事項を明記した「開発行為下水道協定書」を開発行為等許可申請の前までに取り交わす

ものとする。 

 

（工事の完了） 

第２２条 事業者は、完成検査希望日の１４日前までに、「公共下水道施設工事完了届」（下水

道様式第８号）を提出するとともに、完成検査を受けなければならない。なお、完成検査につ

いては、市検査職員が行うものとし、管内カメラによる撮影したビデオ等を提出しなければな

らない。 

 

（提出書類） 

第２３条 提出書類は、下記のとおりとする。 

（１） 事業者は、竣工図書として、坂井市公共下水道事業に準ずる調書等を作成し、完成検査

時に承認を得ること。 

（２） 事業者は、下水道施設を施工するために要した工事金額を記載した「工事精算金額明細

書」（下水道様式第１０号）を提出すること。 

 

（下水道施設の移管） 

第２４条 下水道施設の移管は、下記のとおりとする。 

（１） 事業者が、開発区域の下水道施設を市へ移管するときは、寄附採納とし、「下水道施設

の寄附採納願」（下水道様式第９号）を完成検査合格後、市の指定する期日に提出すること。

なお、これをもって管理を引き継ぐものとする。 

（２） 完了した下水道施設が事業者の所有地（権利地）にある場合は、「公共下水道にかかる

承諾書」（下水道様式第１１号）を提出すること。 

（３） 市は、工事完了後引渡しを受けた工事目的物について、２年間申請者に対して瑕疵の補

修またはその補修にかえ、もしくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただ

し、その瑕疵が故意または重大な過失により生じた場合は１０年とする。 

 

附 則 

この基準は、平成２４年４月１日から施行する。 


